
 

 

周遊バスの運行で中心商店街の活性化 

八 尾 町 商 工 会 

 

機関名 八尾町商工会 

所在地 富山県婦負郡八尾町東町２１０６ノ４番地 

電話番号 ０７６－４５５－３１８１ 

地域概要   (1)管内人口     ２万２千人 (2)管内商店街数   ９ 商店街 

(1)商店街数     ８ 商店街 (2)メンバー数    ２４４商店 事業の対象とな

る商店街の概要 (3)空店舗率     約１１ ％

(28/244)

(4)大型店空き店舗数     店 

商店街の類型 1.超広域型商店街 2.広域型商店街 3.地域型商店街 4.近隣型商店街 

      

【事業と実施年度】 

 

平成12年度 駐車対策事業  周遊バス運行 

総事業費  17,201 千円 

 

【 事 業 実 施 内 容 】 

 

１.背景 

八尾町は富山県の中南部、岐阜県に隣接する位置にあり、総面積は236.86平方キロメートルで、

南北に長い菱形をしている。昭和28,32年の2度にわたって合併がなされ、旧八尾町、保内、杉

原、卯花、黒瀬谷、室牧、野積、仁歩、大長谷村の1町8村が八尾町となった。 

八尾町の旧市街地は浄土真宗の古刹・聞名寺の門前町として成立、江戸時代から富山藩の御納

所として栄え、商業機能を中心として様々な都市機能が集積し、「おわら風の盆」「曳山まつり」

など伝統・文化面での役割も担い、地

方都市の「顔」となっていた。 

しかし、近年のモータリゼーション

の進展や消費者のライフスタイルの変

化等により、住居や商業施設等が郊外

に進出し、居住人口の減少や高齢化な

どの要因も加わって、中心市街地の商

店街に空き店舗が増え、住民の生活や

文化の伝承等は危機的状況にある。 

これに対処すべく平成 10 年度に八

尾町中心市街地活性化基本計画とＴＭ

Ｏ構想が策定され、平成11年 3月には

商工会がＴＭＯとして認定された。 
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町は基本計画に基づきスポーツアリーナ、ポケットパークなどを平成 11 年度に、コミュニテ

ィ・センター、おわら資料館などを平成12年度の春にそれぞれ整備し、ＴＭＯは空き店舗対策の

実験ショップ、ガラスギャラリーを開業(平成11年 8月オープン)するなどの事業を実施した。ま

た、旧市街地は整備事業の重点地区の１つに指定され「既存の伝統文化や気候風土を育んだ個性

的な市街地環境を維持し、通年型の観光客で賑わう市街地を目指すこと」が基本ビジョンに掲げ

られたが、その具体策の一つとして商工会は町がすでに実施していたコミュニティバス実験事業

（100円バス）に商店街活性化先進事業を活用して実験運行に参加することになった。 

周遊バス 

旧市街地は観光シーズンになると

交通渋滞や駐車場の不足をきたすが、

「坂の町」「馬の背」と呼ばれる地形

的な制約から、大型の駐車場の整備

が難しく、そこで、商店街への車の

乗り入れの抑制と観光ネットワーク

バスの導入、商店街の活性化に資す

る買物バスの導入などの視点から、

周遊バスの計画づくりが急務となり、

平成 13 年度の実施を前提とした研

究に参加することになった。 

 

２．事業内容 

（１）基本方針は「新・都市コミュニティ創造」 

コミュニティ・センター駐車場等を中心市街地バスネットワークのパーク・アンド・ライド

の拠点として、周遊バスにより中心商店街や各施設をつなぎ、通年型の観光商業の街づくりを

目指す新たなバスシステムの導入を図る。 

 

（２）周遊バス利用者ニーズ調査分析による課題と対応 

  １）周遊バスによる商店街、商業施設への波及効果は薄いので歴史や文化を生かした街並み

の整備や商店街でのイベントが必要である。 

  ２）高齢者は自家用車の利用に制約がある人が多いので、高齢者に対応したバスルート、バ

ス停等の整備が必要である。 

  ３）周遊バスを利用して行きたい場所として「ゆうゆう館」を挙げる人が多いので、集客を

考慮したバスルート、バス停等の設定と曜日による変更を検討する。 

  ４）周遊バスのルートが自宅や目的地に近いと言う条件で利用すると答えた人が多いので、

バスルート、バス停等の設定を検討する。 

  ５）周遊バスのコースで要望の多いバス停の増設を行う。 

  ６）周遊バスのコース内での自由乗り降り区間の設定の検討を行う。 

  ７）ＪＲ、路線バスとの時刻を合わせた運行がされていないのでＪＲ、路線バスとの乗り換

えに合わせた周遊バスの運行の検討を行う。 

８）周遊バスのＰＲが不足しているので、広報誌や商店街等でのポスター等により告知をす
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る。 

（３）周遊バスの運行 

１）事業実施期間 平成12年 8月 1日～平成13年 3月31日 

２）運行ルート 30分間隔で運行し、区間の左まわり右まわりをそれぞれ運行する。 

        そのため、バスは２台使用する。 

３）バス停の位置 

１ コミュニティ・センター ９ おわら資料館 

２ 福島第四 10 ゆめの森ゆうゆう館 

３ 天の平 11 東町図書館 

４ ＪＲ越中八尾駅 12 聞名寺 

５ 八尾町役場 13 眼鏡橋 

６ 健康福祉総合センター 14 上井田 

７ 上新町口 15 中井田 

８ 曳山展示館 16 井田 

 

（４）試行運行利用状況分析 

  １）周遊バス乗客数 

 合計 1日平均 運行日数 

4月 102人 34人 3日

5月 1,508人 52人 29日

6月 1,652人 55人 30日

7月 1,973人 64人 31日

8月 2,480人 80人 31日

9月 1,616人 60人 27日

10月 1,819人 59人 31日

11月 2,042人 68人 30日

12月 1,699人 61人 28日

計 14,892人 62人 240日

  

周遊バスの利用総数は 14,892 人、1日当たりの平均乗客数は 62 人、運行総日数は 240 日であ

った。 

  ２）バス停別乗降者数（年間） 

   ①ゆめの森ゆうゆう館：乗車客4,379人、降車客3,999人 

   ②コミュニティ・センター：乗車客2,827人、降車客2,618人 

③ＪＲ越中八尾駅：乗車客2,112人、降車客1,790人 

なお、バス停ごとの乗降者数を見ると「ゆめの森ゆうゆう館」「コミュニティ・センター」

「ＪＲ越中八尾駅」の順で乗降者が多くなっている。 
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ゆうゆう館 
 ３）時間帯別乗降者数（年間） 

コミュニティ・センターでの時間帯別乗降者数を見てみると、 

・第1便、9:20発：乗車客2,217人、降車客1,798人 

・第7便、15:20発：乗車客2,266人、降車客2,076人 

・第8便、16:20発：乗車客1,778人、降車客2,198人 

  

第１便、第7便、第8便での乗降者数が多くなっている。 

＊各データは八尾町コミュニティバスの合算となっている。 

 

４）駐車場配置計画 

  現在、中心市街地には町民広場、コミ

ュニティ・センター（スポーツアリーナ）、

曳山展示会館の３ヵ所に駐車場が立地し

ているが、パーク・アンド・ライドによ

る周遊バスの利用を促進させるため、中

心市街地商業等活性化基本計画に基づき、

上新町に１ヶ所、別荘地区に１ヶ所の駐

車場の新設を計画している。また、駐車

場への誘導サインも併せて整備を進めている

  

【 効 果 】 

 

中心商店街への効果として、本格的な周遊バ

遊バス利用者が増え、中心商店街の購買力が増

 

【課題・反省点】 

 

（１）運行上の課題 

周遊バス（コミュニティ・バス）は、市

環境面に十分に配慮する必要がある。そのた

環境面における配慮が求められる。 
。 

コミュニティ・センター 

スの運行により「買物」「観光」等を目的とした周

加することが予測されている。 

街地の細い街路を主に運行することから、安全性、

め、運行時における安全面での配慮や導入車両の
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また、特に高齢者の利用時には、バス車両への乗降が困難、歩行速度が遅い等が想定される

ため乗務員の気配りが求められる。 

（２）財政面での課題 

  周遊バスは、中心市街地にある商店街の活性化および回遊型の観光の創出等を目的にしてい

る。そのため、料金を低額に設定することが必要となるのである程度の公的資金の出資を伴う

運行が前提条件になる。 

  したがって、今後、導入に向け運行経費の削減を図るとともに、国等からの補助金の確保、

財政負担の上限設定を行うとともに、経済性を考慮した運行方式の確立と周遊バスの目的を広

く町民に理解してもらい利用の向上を図ることが必要である。 

  中心市街地での波及効果を考えると、町での運行が望ましい。 

（３）沿線の中心市街地の商店街との連携 

周遊バスの運行では、沿線にある中心市街地の商店街との連携が必要である。商店街では利

用を促進するために商店街で買物をした人に周遊バスの無料チケットの提供を行う。 

（４）観光への誘導 

 パーク・アンド・ライドによる周遊バスの利用を促進するため、町外からの観光客に対する

周遊バスのＰＲを行うとともに、中心市街地に計画中の駐車場の整備も急務となり、中心市街

地の駐車場までの誘導サインを広く設置する必要がある。また、周遊バスの車内で「おわら」

の観光案内を行うボランティア・ガイドの観光協会からの派遣等を行う。 

（５）公共交通とのリンク 

 既存の町営バス、ＪＲとの乗換えの利便性の向上を図ることにより、周遊バスの一層の利用

促進を図る 

 
おわら風の盆 
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【

 

 

関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 】 

 

八尾町役場  ht

八尾町商工会  ht

越中八尾観光協会 ht
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周遊バス運行経路図 
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